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(57)【要約】
【課題】通常使用時の伸縮範囲を超えて伸縮した時の摺
動抵抗を小さくした伸縮軸及び伸縮軸を備えたステアリ
ング装置において、軸直角方向の曲げ剛性を向上させる
。
【解決手段】筒状部材６１の内周には、鋸歯状の凹凸６
２が形成されている。鋸歯状の凹凸６２の凸部頂点６２
１は、小径軸部５１の外周５１１よりも小径軸部５１の
軸心側に突出し、凹部頂点６２２は、小径軸部５１の外
周５１１よりも外側に突出している。筒状部材６１に小
径軸部５１の外周５１１を嵌合すると、凸部頂点６２１
は小径軸部５１の外周５１１に倣って変形して、筒状部
材６１の内周に小径軸部５１の外周５１１を円滑に圧入
することができる。そのため、筒状部材６１や小径軸部
５１等の部品の寸法精度を高くしなくとも、中間シャフ
ト１６の摺動抵抗の低減と、軸直角方向の曲げ剛性の向
上を両立させることができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雄シャフト、
　上記雄シャフトの外周に形成された雄シャフト側軸方向溝、
　上記雄シャフトに軸方向に相対移動可能にかつ回転トルクを伝達可能に外嵌する雌シャ
フト、
　上記雌シャフトの内周に、上記雄シャフト側軸方向溝と同一位相位置に形成された雌シ
ャフト側軸方向溝、
　上記雄シャフト側軸方向溝と雌シャフト側軸方向溝との間に、軸方向に転動可能に挿入
された複数の転動体、
　上記転動体と雄シャフト側軸方向溝との間、及び、上記転動体と雌シャフト側軸方向溝
との間に予圧を付与する付勢部材、
　上記互いに嵌合する雄シャフトの外周と雌シャフトの内周との間に圧入されると共に、
雌シャフトに対して軸方向に相対移動不能で、雄シャフトと雌シャフトとの間の軸直角方
向の相対変位を抑制する筒状部材を備えたこと
を特徴とする伸縮軸。
【請求項２】
　雄シャフト、
　上記雄シャフトの外周に形成された雄シャフト側軸方向溝、
　上記雄シャフトに軸方向に相対移動可能にかつ回転トルクを伝達可能に外嵌する雌シャ
フト、
　上記雌シャフトの内周に、上記雄シャフト側軸方向溝と同一位相位置に形成された雌シ
ャフト側軸方向溝、
　上記雄シャフト側軸方向溝と雌シャフト側軸方向溝との間に、軸方向に滑動可能に挿入
された複数の円柱状ピン、
　上記円柱状ピンと雄シャフト側軸方向溝との間、及び、上記円柱状ピンと雌シャフト側
軸方向溝との間に予圧を付与する付勢部材、
　上記互いに嵌合する雄シャフトの外周と雌シャフトの内周との間に圧入されると共に、
雌シャフトに対して軸方向に相対移動不能で、雄シャフトと雌シャフトとの間の軸直角方
向の相対変位を抑制する筒状部材を備えたこと
を特徴とする伸縮軸。
【請求項３】
　請求項１または請求項２のいずれかに記載された伸縮軸において、
　上記筒状部材の内周または雄シャフトの外周には凹凸が形成されていること
を特徴とする伸縮軸。
【請求項４】
　請求項１または請求項２のいずれかに記載された伸縮軸において、
　上記筒状部材は、
　上記雌シャフトの軸端に取り付けられたワイパー取り付け板の内周と雄シャフトの外周
との間に圧入されると共に、ワイパー取り付け板に対して軸方向に相対移動不能に取り付
けられていること
を特徴とする伸縮軸。
【請求項５】
　請求項１または請求項２のいずれかに記載された伸縮軸において、
　上記雄シャフトと雌シャフトとの嵌合部には、上記雄シャフト側軸方向溝及び雌シャフ
ト側軸方向溝とは異なる位相位置に、少なくとも一対の別の雄シャフト側軸方向溝及び雌
シャフト側軸方向溝が形成され、
　この少なくとも一対の別の雄シャフト側軸方向溝及び雌シャフト側軸方向溝には、上記
雄シャフトと雌シャフトとの間で回転トルクを伝達する円柱状ピンが挿入されていること
を特徴とする伸縮軸。
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【請求項６】
　請求項１または請求項２のいずれかに記載された伸縮軸において、
　上記雄シャフトが雄中間シャフトであり、
　上記雌シャフトが雌中間シャフトであること
を特徴とする伸縮軸。
【請求項７】
　請求項１または請求項２のいずれかに記載された伸縮軸を備えたこと
を特徴とするステアリング装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はステアリング装置、特に、回転トルクを伝達可能で軸方向に相対移動可能な伸
縮軸、例えば、中間シャフトやステアリングシャフト等の伸縮軸を有するステアリング装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ステアリング装置には、回転トルクを伝達可能に、かつ、軸方向に相対移動可能に連結
された伸縮軸が、中間シャフトやステアリングシャフト等として組み込まれている。すな
わち、中間シャフトは、ステアリングギヤのラック軸に噛合うピニオンシャフトに、自在
継手を締結する際に、一旦縮めてからピニオンシャフトに嵌合させて締結するために、伸
縮機能が必要である。
【０００３】
　また、ステアリングシャフトは、運転者の体格や運転姿勢に応じて、ステアリングホイ
ールの位置を軸方向に調整する必要があるため、伸縮機能が要求される。このような伸縮
軸としては、非循環式ボール構造の伸縮軸が一般的である。
【０００４】
　非循環式ボール構造の中間シャフトは、雄シャフトの外周に形成された雄シャフト側軸
方向溝と、雌シャフトの内周に形成された雌シャフト側軸方向溝の間に複数のボールを嵌
合し、雄シャフトと雌シャフトの伸縮動作時にこのボールが転動して、中間シャフトの伸
縮動作が円滑に行われるようにしている。
【０００５】
　このような中間シャフトでは、伸縮軸の伸縮時にボールが転動しながら、雄シャフトの
雄シャフト側軸方向溝に沿って軸方向に移動する。従って、雄シャフトの雄シャフト側軸
方向溝の軸方向の長さは、ボールを収容するための軸方向の長さに、ボールの軸方向移動
長さを加えた長さが必要となる。
【０００６】
　限られた車両の空間、及び、要求されるコラプスストロークによって、中間シャフトの
軸方向の長さ、及び、中間シャフトを構成する雄シャフトと雌シャフトの嵌合部の長さが
所定の長さに決まる。また、通常使用時の伸縮距離によって、雄シャフト側軸方向溝の軸
方向の長さも所定の長さに決まる。
【０００７】
　車体にステアリング装置を組み付ける際に、ステアリングギヤのラック軸に噛合うピニ
オンシャフトに、自在継手を締結するために、中間シャフトは、通常使用時の伸縮距離を
超えて一旦縮めてから、ピニオンシャフトに嵌合させて締結する必要がある。
【０００８】
　この通常使用時の伸縮距離を超えて中間シャフトを縮めると、ボールが雄シャフト側軸
方向溝内及び雌シャフト側軸方向溝内で滑ることになる。従って、摺動抵抗が大きくなっ
て、中間シャフトを縮めるのに大きな力が必要になるため、組み付け作業がやりにくくな
るという問題が生じていた。
【０００９】
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　ボールに予圧を付与する板バネの予圧力を小さくしたり、ボールの数を減らせば、ボー
ルが雄シャフト側軸方向溝内及び雌シャフト側軸方向溝内で滑った時の摺動抵抗を小さく
できる。しかし、中間シャフトの捩り剛性や曲げ剛性（軸直角方向の曲げ剛性）が小さく
なるため、ステアリング装置の操舵感が低下する。
【００１０】
　また、曲げ剛性が小さくなることによって、雄シャフトと雌シャフトとの間で回転トル
クを伝達する円柱状ピンが、雌シャフト側軸方向溝に接触して、大きな打音が発生してし
まうことがある。
【００１１】
　特許文献１に示す動力伝達軸は、雄シャフトと雌シャフトの嵌合部のガタを、端面用弾
性シール部を備えたシール部材によって排除している。しかし、特許文献１の動力伝達軸
のシール部材は、軟質の弾性体によって、雄シャフトと雌シャフトの嵌合部のガタを排除
する構造であるため、軸直角方向の曲げ剛性を向上させる効果には限界があった。
【００１２】
【特許文献１】特開２００３－１６１３３１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、通常使用時の伸縮範囲を超えて伸縮した時の摺動抵抗を小さくした伸縮軸及
び伸縮軸を備えたステアリング装置において、軸直角方向の曲げ剛性を向上させた伸縮軸
及び伸縮軸を備えたステアリング装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記課題は以下の手段によって解決される。すなわち、第１番目の発明は、雄シャフト
、上記雄シャフトの外周に形成された雄シャフト側軸方向溝、上記雄シャフトに軸方向に
相対移動可能にかつ回転トルクを伝達可能に外嵌する雌シャフト、上記雌シャフトの内周
に、上記雄シャフト側軸方向溝と同一位相位置に形成された雌シャフト側軸方向溝、上記
雄シャフト側軸方向溝と雌シャフト側軸方向溝との間に、軸方向に転動可能に挿入された
複数の転動体、上記転動体と雄シャフト側軸方向溝との間、及び、上記転動体と雌シャフ
ト側軸方向溝との間に予圧を付与する付勢部材、上記互いに嵌合する雄シャフトの外周と
雌シャフトの内周との間に圧入されると共に、雌シャフトに対して軸方向に相対移動不能
で、雄シャフトと雌シャフトとの間の軸直角方向の相対変位を抑制する筒状部材を備えた
ことを特徴とする伸縮軸である。
【００１５】
　第２番目の発明は、雄シャフト、上記雄シャフトの外周に形成された雄シャフト側軸方
向溝、上記雄シャフトに軸方向に相対移動可能にかつ回転トルクを伝達可能に外嵌する雌
シャフト、上記雌シャフトの内周に、上記雄シャフト側軸方向溝と同一位相位置に形成さ
れた雌シャフト側軸方向溝、上記雄シャフト側軸方向溝と雌シャフト側軸方向溝との間に
、軸方向に滑動可能に挿入された複数の円柱状ピン、上記円柱状ピンと雄シャフト側軸方
向溝との間、及び、上記円柱状ピンと雌シャフト側軸方向溝との間に予圧を付与する付勢
部材、上記互いに嵌合する雄シャフトの外周と雌シャフトの内周との間に圧入されると共
に、雌シャフトに対して軸方向に相対移動不能で、雄シャフトと雌シャフトとの間の軸直
角方向の相対変位を抑制する筒状部材を備えたことを特徴とする伸縮軸である。
【００１６】
　第３番目の発明は、第１番目または第２番目のいずれかの発明の伸縮軸において、上記
筒状部材の内周または雄シャフトの外周には凹凸が形成されていることを特徴とする伸縮
軸である。
【００１７】
　第４番目の発明は、第１番目または第２番目のいずれかの発明の伸縮軸において、上記
筒状部材は、上記雌シャフトの軸端に取り付けられたワイパー取り付け板の内周と雄シャ
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フトの外周との間に圧入されると共に、ワイパー取り付け板に対して軸方向に相対移動不
能に取り付けられていることを特徴とする伸縮軸である。
【００１８】
　第５番目の発明は、第１番目または第２番目のいずれかの発明の伸縮軸において、上記
雄シャフトと雌シャフトとの嵌合部には、上記雄シャフト側軸方向溝及び雌シャフト側軸
方向溝とは異なる位相位置に、少なくとも一対の別の雄シャフト側軸方向溝及び雌シャフ
ト側軸方向溝が形成され、この少なくとも一対の別の雄シャフト側軸方向溝及び雌シャフ
ト側軸方向溝には、上記雄シャフトと雌シャフトとの間で回転トルクを伝達する円柱状ピ
ンが挿入されていることを特徴とする伸縮軸である。
【００１９】
　第６番目の発明は、第１番目または第２番目のいずれかの発明の伸縮軸において、上記
雄シャフトが雄中間シャフトであり、上記雌シャフトが雌中間シャフトであることを特徴
とする伸縮軸である。
【００２０】
　第７番目の発明は、第１番目または第２番目のいずれかの発明の伸縮軸を備えたことを
特徴とするステアリング装置である。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の伸縮軸及びステアリング装置では、互いに嵌合する雄シャフトの外周と雌シャ
フトの内周との間に圧入されると共に、雌シャフトに対して軸方向に相対移動不能で、雄
シャフトと雌シャフトとの間の軸直角方向の相対変位を抑制する筒状部材を備えている。
従って、雄シャフトと雌シャフトとの間の嵌合隙間が無く、軸直角方向の曲げ剛性が大き
いため、ステアリング装置の操舵感が向上する。
【００２２】
　また、本発明の伸縮軸及びステアリング装置では、筒状部材の内周または雄シャフトの
外周には凹凸が形成されている。従って、筒状部材の内周と雄シャフトの外周との接触面
積が減少するため、伸縮軸の摺動抵抗の低減と、軸直角方向の曲げ剛性の向上を両立させ
ることができると共に、筒状部材や雄シャフト等の部品を高精度に製造する必要がなくな
るため、製造コストを低減することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、図面に基づいて本発明の実施例１から実施例２を説明する。
【実施例１】
【００２４】
　図１は、本発明のステアリング装置の全体を示し、一部を断面した側面図であって、操
舵補助部を有する電動パワーステアリング装置に適用した実施例を示す。図２は本発明の
実施例１のステアリング装置を示す図１の要部の拡大図であって、図２（１）は中間シャ
フトの伸縮部の拡大縦断面図、図２（２）は図２（１）のＡ－Ａ拡大断面図である。
【００２５】
　図３（１）は図２（２）のＰ部拡大断面図であって、雄中間シャフトを挿入する前の状
態の筒状部材の拡大断面図、図３（２）は図２（２）のＰ部拡大断面図であって、雄中間
シャフトを挿入した状態の筒状部材と雄中間シャフトの拡大断面図である。図４（１）は
図２（１）のＢ－Ｂ拡大断面図であり、図４（２）は図４（１）の軸方向溝５４近傍の拡
大断面図である。
【００２６】
　図１に示すように、本発明のステアリング装置は、車体後方側（図１の右側）にステア
リングホイール１１を装着可能なステアリングシャフト１２と、このステアリングシャフ
ト１２を挿通したステアリングコラム１３と、このステアリングシャフト１２に補助トル
クを付与する為のアシスト装置（操舵補助部）２０と、このステアリングシャフト１２の
車体前方側（図１の左側）に、図示しないラック／ピニオン機構を介して連結されたステ
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アリングギヤ３０とを備えている。
【００２７】
　ステアリングシャフト１２は、雌ステアリングシャフト１２Ａと雄ステアリングシャフ
ト１２Ｂとを、回転トルクを伝達可能に、かつ軸方向に関して相対移動可能にスプライン
嵌合している。従って、上記雌ステアリングシャフト１２Ａと雄ステアリングシャフト１
２Ｂとは、衝突時に、このスプライン嵌合部が相対移動して、全長を縮めることができる
。
【００２８】
　また、上記ステアリングシャフト１２を挿通した筒状のステアリングコラム１３は、ア
ウターコラム１３Ａとインナーコラム１３Ｂとをテレスコピック移動可能に組み合わせて
おり、衝突時に軸方向の衝撃が加わった場合に、この衝撃によるエネルギを吸収しつつ全
長が縮まる、所謂コラプシブル構造としている。
【００２９】
　そして、上記インナーコラム１３Ｂの車体前方側端部を、ギヤハウジング２１の車体後
方側端部に圧入嵌合して固定している。また、上記雄ステアリングシャフト１２Ｂの車体
前方側端部を、このギヤハウジング２１の内側に通し、アシスト装置２０の図示しない入
力軸の車体後方側端部に連結している。
【００３０】
　ステアリングコラム１３は、その中間部を支持ブラケット１４により、ダッシュボード
の下面等、車体１８の一部に支承している。また、この支持ブラケット１４と車体１８と
の間に、図示しない係止部を設けて、この支持ブラケット１４に車体前方側に向かう方向
の衝撃が加わった場合に、この支持ブラケット１４が上記係止部から外れ、車体前方側に
移動するようにしている。
【００３１】
　また、上記ギヤハウジング２１の上端部も、上記車体１８の一部に支承している。また
、本実施例の場合には、チルト機構及びテレスコピック機構を設けることにより、上記ス
テアリングホイール１１の高さ位置、及び、車体前後方向位置の調節を自在としている。
このようなチルト機構及びテレスコピック機構は、従来から周知であり、本発明の特徴部
分でもない為、詳しい説明は省略する。
【００３２】
　上記ギヤハウジング２１の車体前方側端面から突出した出力軸２３は、自在継手１５を
介して、中間シャフト１６の後端部に連結している。また、この中間シャフト１６の前端
部に、別の自在継手１７を介して、ステアリングギヤ３０の入力軸３１を連結している。
中間シャフト１６は、雄中間シャフト（雄シャフト）１６Ａの車体前方側に、雌中間シャ
フト（雌シャフト）１６Ｂの車体後方側が外嵌し、回転トルクを伝達可能に、かつ、軸方
向に関して相対移動可能に嵌合している。
【００３３】
　図示しないピニオンが、入力軸３１に結合している。また、ステアリングギヤ３０に往
復摺動可能に内嵌された図示しないラックが、このピニオンに噛み合っており、ステアリ
ングホイール１１の回転が、タイロッド３２を移動させて、図示しない車輪を操舵する。
【００３４】
　アシスト装置２０のギヤハウジング２１には、電動モータ２６のケース２６１が固定さ
れ、この電動モータ２６の図示しない回転軸にウォームが結合されている。出力軸２３に
は図示しないウォームホイールが取り付けられ、このウォームホイールに電動モータ２６
の回転軸のウォームが噛合っている。
【００３５】
　また、出力軸２３の軸方向長さの中間部の周囲には、図示しないトルクセンサが設けら
れている。上記ステアリングホイール１１からステアリングシャフト１２に加えられるト
ルクの方向と大きさを、トルクセンサで検出している。
【００３６】
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　このトルクセンサの検出値に応じて、電動モータ２６を駆動し、ウォームとウォームホ
イールから成る減速機構を介して、出力軸２３に、所定の方向に所定の大きさで補助トル
クを発生させる。このアシスト装置２０は電動式のアシスト装置に限られるものではなく
、ステアリングギヤ３０等に設けられる油圧式のアシスト装置でもよい。
【００３７】
　図２から図４は、本発明の実施例１の伸縮軸の連結部を示し、図１の中間シャフト１６
の雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト１６Ｂとの連結部に適用した例を示す。
【００３８】
　図２から図４に示すように、雌中間シャフト（雌シャフト）１６Ｂの車体後方側（図２
（１）の右側）が、雄中間シャフト（雄シャフト）１６Ａの車体前方側（図２（１）の左
側）に外嵌して連結されている。雌中間シャフト１６Ｂは中空円筒状に形成されており、
その内径孔４０の内周上には、軸直角断面が略半円形の軸方向溝（雌シャフト側軸方向溝
）４１が、伸縮ストロークの全長にわたって、等間隔（６０度間隔）に６個形成されてい
る。
【００３９】
　また、雄中間シャフト１６Ａの車体前方側は中実円柱状に形成されており、車体前方側
から、直径寸法が大径の大径軸部５０と、直径寸法が大径軸部５０よりも小径の小径軸部
５１の順に形成されている。
【００４０】
　雄中間シャフト１６Ａの大径軸部５０の外周上には、軸直角断面が略半円形の３個の軸
方向溝（雄シャフト側軸方向溝）５２が、大径軸部５０のほぼ軸方向全長にわたって、等
間隔（１２０度間隔）で形成されている。
【００４１】
　この雄中間シャフト１６Ａの３個の軸方向溝５２と、雌中間シャフト１６Ｂの３個の軸
方向溝４１とで形成される円柱状の空間に、回転トルク伝達部材としての中実の円柱状ピ
ン（針状ころ）５３が挿入されている。円柱状ピン５３の外径寸法は、雄中間シャフト１
６Ａの軸方向溝５２と、雌中間シャフト１６Ｂの軸方向溝４１とで形成される円柱状の空
間の内径寸法よりも、若干小径に形成されている。
【００４２】
　雄中間シャフト１６Ａの大径軸部５０の外周上には、隣接する軸方向溝５２、５２の中
間位置に、軸直角断面が略台形の３個の軸方向溝（雄シャフト側軸方向溝）５４が、大径
軸部５０のほぼ軸方向全長にわたって、等間隔（１２０度間隔）で形成されている。
【００４３】
　この略台形の３個の軸方向溝５４と、雌中間シャフト１６Ｂの同一位相にある３個の軸
方向溝４１とで形成される空間に、転動体としての球状の複数（３個）のボール５５が各
々挿入されている。
【００４４】
　本発明の実施例では、ボール５５の数を、通常使用される５個から３個に減らすことに
よって、通常使用時の伸縮距離を超えて中間シャフト１６を縮めた時に、軸方向溝５４と
軸方向溝４１内でボール５５が滑る時の摺動抵抗を小さくして、組み付け作業を楽に行え
るようにしている。
【００４５】
　また、この略台形の３個の軸方向溝５４とボール５５との間には、予圧付与部材として
の板バネ（付勢部材）５６が挿入されている。図４（２）に詳細に示すように、軸方向溝
５４は、ボール５５の直径よりも幅の広い底壁５４１と、この底壁５４１の両端からＶ字
形に上方に延びる側壁５４２、５４２で構成されている。板バネ５６は、軸方向溝５４の
軸方向の全長と略同一長さを有し、軸方向溝５４とボール５５との間に弾性変形して挿入
されている。
【００４６】
　また、板バネ５６は、軸方向溝５４の底壁５４１に当接する底板５６１と、この底板５
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６１の両端からＶ字形に上方に延び、ボール５５に各々当接する側板５６２、５６２で構
成されている。また、側板５６２、５６２の上端には円弧状に外側に折り曲げられた折り
返し部５６３、５６３が形成され、折り返し部５６３から底壁５４１に向かって下方に延
びる当接部５６４、５６４が形成され、この当接部５６４が、軸方向溝５４の側壁５４２
に当接している。
【００４７】
　この板バネ５６の側板５６２、５６２、折り返し部５６３、５６３、当接部５６４、５
６４が弾性変形して、ボール５５と軸方向溝５４との間のガタを吸収する。円柱状ピン５
３と軸方向溝４１及び軸方向溝５２との間には、微少な隙間がある。雌中間シャフト１６
Ｂと雄中間シャフト１６Ａが回転方向に微少角度相対変位した時に、円柱状ピン５３が軸
方向溝４１と軸方向溝５２に当接するようになっている。
【００４８】
　板バネ５６は、ボール５５と略台形の軸方向溝５４との間に圧縮された状態で挿入され
て、軸方向溝５４、ボール５５、軸方向溝４１との間に、板バネ５６の弾性変形による付
勢力（所定の予圧）を付与している。
【００４９】
　本発明の実施例では、上記したようにボール５５の数を減らすと共に、ボール５５の直
径を若干小径にすることによって、通常使用時の伸縮距離を超えて中間シャフト１６を縮
めた時に、軸方向溝５４と軸方向溝４１内でボール５５が滑る時の摺動抵抗を小さくして
、組み付け作業を楽に行えるようにしている。
【００５０】
　また、他の方法として、板バネ５６の板厚を薄くする等して、板バネ５６の付勢力を小
さくすることによって、軸方向溝５４と軸方向溝４１内でボール５５が滑った時の摺動抵
抗を小さくして、組み付け作業を楽に行えるようにしてもよい。
【００５１】
　雄中間シャフト１６Ａの大径部５０の車体前方端に形成された小径軸部５７には、円盤
形のワッシャー５８、円盤形のバネ板５９、円盤形のワッシャー６０が、車体後方側から
この順で外嵌されている。小径軸部５７の車体前方端はカシメ加工され、バネ板５９によ
って、車体後方側のワッシャー５８に、車体後方側（図２（１）の右側）への付勢力を付
与している。
【００５２】
　ワッシャー５８の車体後方側の端面は、円柱状ピン５３の車体前方端に当接して、円柱
状ピン５３の軸方向の移動を規制する規制部材としての機能を有している。軸方向溝５２
の車体後方端には、雄中間シャフト１６Ａの軸線に対して直交する壁が形成されていて、
円柱状ピン５３の車体後方端を受けている。また、円柱状ピン５３の車体後方端及び車体
前方端は、クラウニングまたはテーパー形状になっており、端部側に向かって縮径してい
る。
【００５３】
　雌中間シャフト１６Ｂの車体後方側端部には小径円筒部４４が形成され、小径円筒部４
４の外周４４１には、薄肉円筒状のワイパー取り付け板４２の内周４２１が圧入されてい
る。ワイパー取り付け板４２は、小径円筒部４４の車体後方側端面４４２よりも車体後方
側に円筒状に延びた後、雄中間シャフト１６Ａの軸心に向かってＬ字形に折り曲げられて
、折り曲げ部４２２が形成されている。
【００５４】
　折り曲げ部４２２にはゴム製等のワイパー４３が固定され、このワイパー４３が、小径
軸部５１の外周５１１上を摺動して、雌中間シャフト１６Ｂと雄中間シャフト１６Ａの嵌
合部内に塵埃が浸入することを防止している。
【００５５】
　また、ワイパー取り付け板４２の内周４２１と小径軸部５１の外周５１１との間には、
円筒状の筒状部材６１が圧入されている。筒状部材６１の軸方向の前後両端は、小径円筒
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部４４の車体後方側端面４４２と、ワイパー取り付け板４２の折り曲げ部４２２との間に
挟持されているため、筒状部材６１は、雌中間シャフト１６Ｂに対して軸方向に相対移動
不能に取り付けられている。
【００５６】
　ワイパー取り付け板４２は、鉄製の薄板をプレスで成形して製造され、ワイパー取り付
け板４２に、上記ワイパー４３と筒状部材６１を圧入した後、ワイパー取り付け板４２の
内周４２１の車体前方端を小径円筒部４４の外周４４１に圧入する。
【００５７】
　図２（２）、図３（１）に示すように、筒状部材６１の内周には、その全周にわたって
、鋸歯状の凹凸６２が等ピッチで形成されている。鋸歯状の凹凸６２の凸部頂点６２１は
、小径軸部５１の外周５１１よりも小径軸部５１の軸心側に突出し、凹部頂点６２２は、
小径軸部５１の外周５１１よりも外側に突出している。
【００５８】
　鋸歯状の凹凸６２は、筒状部材６１の内周の全周にわたって形成されているが、筒状部
材６１の内周の一部分に形成してもよい。また、鋸歯状の凹凸６２は、筒状部材６１の内
周に等ピッチで形成されているが、不等ピッチに形成してもよい。
【００５９】
　筒状部材６１の材質は、四フッ化エチレン樹脂（ＰＴＦＥ）やポリアミド（ＰＡ）等の
摩擦係数が小さく、自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れた合成樹脂で成形することが望ま
しい。
【００６０】
　従って、図３（２）に示すように、筒状部材６１に小径軸部５１の外周５１１を嵌合す
ると、凸部頂点６２１は変形して小径軸部５１の外周５１１に接触するが、凹部頂点６２
２は小径軸部５１の外周５１１には接触しないため、筒状部材６１の内周と小径軸部５１
の外周５１１との接触面積が減少する。
【００６１】
　そのため、通常使用時のテレスコピック位置調整時の摺動抵抗、及び、通常使用時の伸
縮距離を超えて中間シャフト１６を縮めた時に、軸方向溝５４と軸方向溝４１内でボール
５５が滑った時の摺動抵抗が小さくなるため、テレスコピック位置調整及び組み付け作業
を楽に行えるようにしている。
【００６２】
　また、筒状部材６１に小径軸部５１の外周５１１を嵌合すると、凸部頂点６２１は小径
軸部５１の外周５１１に倣って変形して、筒状部材６１の内周に小径軸部５１の外周５１
１を円滑に圧入することができる。そのため、筒状部材６１や小径軸部５１等の部品の寸
法精度を高くしなくとも、中間シャフト１６の摺動抵抗の低減と、軸直角方向の曲げ剛性
の向上を両立させることができるため、製造コストを低減することが可能となる。
【００６３】
　ステアリング装置の車体１８への組み付け作業が終了した後、雄中間シャフト１６Ａを
雌中間シャフト１６Ｂに対して図２の左右方向に移動させると、ボール５５が回転し、ボ
ール５５が軸方向溝５４に沿って転動しながら、車体後方側（右方向）または車体前方側
（左方向）に移動する。
【００６４】
　雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト１６Ｂとの間の回転トルクが所定のトルク以下
の時には、板バネ５６、ボール５５を介して、雄中間シャフト１６Ａの軸方向溝５４と雌
中間シャフト１６Ｂの軸方向溝４１との間で回転トルクが伝達される。
【００６５】
　雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト１６Ｂとの間に回転トルク（入力トルク）が加
わり、その回転トルクが所定のトルクになると、板バネ５６の弾性変形量が、円柱状ピン
５３と軸方向溝４１及び軸方向溝５２との間の微少な隙間量と同一になる。その結果、円
柱状ピン５３の外周が、軸方向溝４１及び軸方向溝５２に同時に当接して、回転トルクを
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伝達する。
【００６６】
　この中間シャフト１６に軸直角方向の曲げ応力が作用すると、筒状部材６１の内周に小
径軸部５１の外周５１１が圧入されているため、雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト
１６Ｂとの間の嵌合隙間が無く、軸直角方向の曲げ剛性が大きいため、ステアリング装置
の操舵感が向上する。
【実施例２】
【００６７】
　次に本発明の実施例２について説明する。図５は本発明の実施例２のステアリング装置
を示す図１の要部の拡大図であって、中間シャフトの伸縮部の拡大縦断面図である。以下
の説明では、上記実施例１と異なる構造部分と作用についてのみ説明し、重複する説明は
省略する。また、上記実施例１と同一部品には同一番号を付して説明する。
【００６８】
　実施例２は、実施例１の変形例であり、ボール５５の代わりに円柱状ピンを使用した例
である。すなわち、図５に示すように、実施例１でボール５５が挿入されている略台形の
３個の軸方向溝５４と３個の軸方向溝４１とで形成される空間に、中実の円柱状ピン（針
状ころ）６３が各々挿入されている。
【００６９】
　また、この略台形の３個の軸方向溝５４と円柱状ピン６３との間には、予圧付与部材と
しての板バネ（付勢部材）５６が挿入されている。板バネ５６は、軸方向溝５４の軸方向
の全長と略同一長さを有し、軸方向溝５４と円柱状ピン６３との間に弾性変形して挿入さ
れている。
【００７０】
　板バネ５６は、円柱状ピン６３と略台形の軸方向溝５４との間に圧縮された状態で挿入
されて、軸方向溝５４、円柱状ピン６３、軸方向溝４１との間に、板バネ５６の弾性変形
による付勢力（所定の予圧）を付与している。
【００７１】
　円柱状ピン６３は、その軸方向の長さ（図５の左右方向の長さ）が、軸方向溝５４の軸
方向の全長よりも短く形成されている。また本発明の実施例では、円柱状ピン６３の直径
を若干小径にしている。これによって、通常使用時の伸縮距離を超えて中間シャフト１６
を縮め、円柱状ピン６３の車体後方端が軸方向溝５４の車体後方端に当接した時に、軸方
向溝４１内で円柱状ピン６３が滑る時の摺動抵抗を小さくして、組み付け作業を楽に行え
るようにしている。
【００７２】
　雌中間シャフト１６Ｂの車体後方側端部に圧入されたワイパー取り付け板４２、ワイパ
ー取り付け板４２の内周４２１と小径軸部５１の外周５１１との間の空間に圧入された筒
状部材６１の形状は、実施例１と同様である。
【００７３】
　ステアリング装置の車体１８への組み付け作業が終了した後、雄中間シャフト１６Ａを
雌中間シャフト１６Ｂに対して図５の左右方向に移動させると、円柱状ピン６３が軸方向
溝４１に沿って滑動しながら、車体後方側（右方向）または車体前方側（左方向）に移動
する。
【００７４】
　雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト１６Ｂとの間の回転トルクが所定のトルク以下
の時には、板バネ５６、円柱状ピン６３を介して、雄中間シャフト１６Ａの軸方向溝５４
と雌中間シャフト１６Ｂの軸方向溝４１との間で回転トルクが伝達される。
【００７５】
　雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト１６Ｂとの間に回転トルク（入力トルク）が加
わり、その回転トルクが所定のトルクになると、板バネ５６の弾性変形量が、トルク伝達
用の円柱状ピン５３と軸方向溝４１及び軸方向溝５２との間の微少な隙間量と同一になる
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。その結果、円柱状ピン５３の外周が、軸方向溝４１及び軸方向溝５２に同時に当接して
、回転トルクを伝達する。
【００７６】
　この中間シャフト１６に軸直角方向の曲げ応力が作用すると、筒状部材６１の内周に小
径軸部５１の外周５１１が圧入されているため、雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト
１６Ｂとの間の嵌合隙間が無く、軸直角方向の曲げ剛性が大きいため、ステアリング装置
の操舵感が向上する。
【実施例３】
【００７７】
　次に本発明の実施例３について説明する。図６は本発明の実施例３のステアリング装置
を示す図１の要部の拡大図であって、中間シャフトの伸縮部の拡大縦断面図である。図７
は本発明の実施例３の筒状部材近傍の拡大斜視図である。図８は本発明の実施例３の変形
例を示す図６相当図である。以下の説明では、上記実施例と異なる構造部分と作用につい
てのみ説明し、重複する説明は省略する。また、上記実施例と同一部品には同一番号を付
して説明する。
【００７８】
　実施例３は、筒状部材６１に常時予圧を付与するバネリングを、筒状部材６１の外周に
介挿した例である。すなわち、図６に示すように、雌中間シャフト１６Ｂの車体後方側端
部の小径円筒部４４の外周４４１には、上記実施例と同一形状のワイパー取り付け板４２
の内周４２１が圧入されている。
【００７９】
　ワイパー取り付け板４２の内周４２１と小径軸部５１の外周５１１との間には、バネリ
ング６４を介して円筒状の筒状部材６１が圧入されている。
【００８０】
　筒状部材６１、バネリング６４の軸方向の前後両端は、小径円筒部４４の車体後方側端
面４４２と、ワイパー取り付け板４２の折り曲げ部４２２との間に挟持されているため、
筒状部材６１、バネリング６４は、雌中間シャフト１６Ｂに対して軸方向に相対移動不能
に取り付けられている。
【００８１】
　ワイパー取り付け板４２は、鉄製の薄板をプレスで成形して製造され、ワイパー取り付
け板４２に、ワイパー４３、筒状部材６１、バネリング６４を圧入した後、ワイパー取り
付け板４２の内周４２１の車体前方端を小径円筒部４４の外周４４１に圧入する。
【００８２】
　図７に示すように、鉄製の薄板を環状に成形したバネリング６４の外周には、その全周
にわたって、凸部６４１が等ピッチで形成され、この凸部６４１がワイパー取り付け板４
２の内周４２１に圧入されて、バネリング６４が縮径し、筒状部材６１の外周を締付ける
。
【００８３】
　また、図７に示すように、筒状部材６１には、その軸方向の全長にわたってスリット６
１１が形成され、バネリング６４で筒状部材６１の外周を締付けると、筒状部材６１が縮
径して、筒状部材６１の内周が小径軸部５１の外周５１１に接触する。スリット６１１の
代わりに、筒状部材６１の内周には、実施例１と同様に、その全周にわたって、鋸歯状の
凹凸６２を等ピッチで形成してもよい。
【００８４】
　従って、筒状部材６１に小径軸部５１の外周５１１を嵌合すると、バネリング６４が筒
状部材６１の外周を締付け、筒状部材６１が縮径して、筒状部材６１の内周が小径軸部５
１の外周５１１に接触する。
【００８５】
　この中間シャフト１６が車体に組み込まれて使用されると、筒状部材６１の内周が摩耗
する。しかし、摩耗分だけバネリング６４が弾性変形して縮径し、筒状部材６１の外周を
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締付ける。その結果、筒状部材６１が縮径して、筒状部材６１の内周は小径軸部５１の外
周５１１との接触状態を維持する。
【００８６】
　そのため、長期間にわたって筒状部材６１の内周と小径軸部５１の外周５１１との接触
状態が維持され、雄中間シャフト１６Ａと雌中間シャフト１６Ｂとの間の嵌合隙間が無く
、軸直角方向の曲げ剛性が大きいため、ステアリング装置の操舵感が向上する。
【００８７】
　図８は本発明の実施例３の変形例を示す図６相当図である。図８の例では、ワイパー取
り付け板４２の内周４２１ではなく、雌中間シャフト１６Ｂの小径円筒部４４の内周４４
３と小径軸部５１の外周５１１との間に、バネリング６４を介して筒状部材６１を圧入し
ている。
【実施例４】
【００８８】
　次に本発明の実施例４について説明する。図９は本発明の実施例４のワイパー取り付け
板を示す拡大斜視図である。以下の説明では、上記実施例と異なる構造部分と作用につい
てのみ説明し、重複する説明は省略する。また、上記実施例と同一部品には同一番号を付
して説明する。
【００８９】
　図９に示すように、実施例４のワイパー取り付け板４２には、その全周にわたって、ス
リット４２３が等ピッチで形成されている。このスリット４２３によって、ワイパー取り
付け板４２が弾性変形し、ワイパー取り付け板４２の内周４２１が縮径して、筒状部材６
１の外周を締付けることができる。
【００９０】
　従って、上記実施例３のバネリング６４が無くても、筒状部材６１の内周の摩耗分だけ
ワイパー取り付け板４２が弾性変形して、筒状部材６１の外周を締付ける。その結果、筒
状部材６１が縮径して、筒状部材６１の内周は小径軸部５１の外周５１１との接触状態を
維持することができる。
【実施例５】
【００９１】
　次に本発明の実施例５について説明する。図１０は本発明の実施例５のステアリング装
置を示す図１の要部の拡大図であって、中間シャフトの伸縮部の拡大縦断面図である。以
下の説明では、上記実施例と異なる構造部分と作用についてのみ説明し、重複する説明は
省略する。また、上記実施例と同一部品には同一番号を付して説明する。
【００９２】
　図１０に示すように、実施例５のワイパー取り付け板４２の内周４２１には、車体後方
端に傾斜面４２４が形成されている。傾斜面４２４は、傾斜面４２４の車体後方側が雄中
間シャフト１６Ａの軸心に近づく方向に傾斜している。また、ワイパー取り付け板４２の
内周４２１と小径軸部５１の外周５１１との間に圧入された筒状部材６１の車体後方端に
も、傾斜面６１２が形成されている。傾斜面６１２は傾斜面４２４と同一の傾斜角度に形
成され、傾斜面４２４に接触している。
【００９３】
　従って、筒状部材６１の内周の摩耗分だけ、傾斜面４２４が傾斜面６１２を押圧し、筒
状部材６１が半径方向内側に移動して、筒状部材６１の内周は小径軸部５１の外周５１１
との接触状態を維持することができる。ワイパー取り付け板４２に、実施例４のスリット
４２３を形成し、スリット４２３によって、ワイパー取り付け板４２が弾性変形して、ワ
イパー取り付け板４２の内周４２１が縮径するようにしてもよい。
【００９４】
　上記実施例では、筒状部材６１の内周に鋸歯状の凹凸６２が形成されているが、雄中間
シャフト１６Ａの小径軸部５１の外周５１１に鋸歯状の凹凸を形成してもよい。また、上
記実施例では、雌中間シャフト１６Ｂとは別体で成形されたワイパー取り付け板４２の内
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周４２１に筒状部材６１を圧入しているが、雌中間シャフト１６Ｂの内周に直接筒状部材
６１を圧入してもよい。
【００９５】
　上記実施例は、中間シャフト１６に本発明を適用した例について説明したが、ステアリ
ングシャフト１２等、ステアリング装置を構成する任意の伸縮軸に適用することができる
。また上記実施例では、雌中間シャフト１６Ｂの車体後方側が、雄中間シャフト１６Ａの
車体前方側に外嵌して連結されているが、雌中間シャフト１６Ｂの車体前方側に、雄中間
シャフト１６Ａの車体後方側を内嵌して連結してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明のステアリング装置の全体を示し、一部を断面した側面図であって、電動
パワーステアリング装置に適用した実施例を示す。
【図２】本発明の実施例１のステアリング装置を示す図１の要部の拡大図であって、（１
）は中間シャフトの伸縮部の拡大縦断面図、（２）は（１）のＡ－Ａ拡大断面図である。
【図３】（１）は図２（２）のＰ部拡大断面図であって、雄中間シャフトを挿入する前の
状態の筒状部材の拡大断面図、（２）は図２（２）のＰ部拡大断面図であって、雄中間シ
ャフトを挿入した状態の筒状部材と雄中間シャフトの拡大断面図である。
【図４】（１）は図２（１）のＢ－Ｂ拡大断面図であり、（２）は図４（１）の軸方向溝
５４近傍の拡大断面図である。
【図５】本発明の実施例２のステアリング装置を示す図１の要部の拡大図であって、中間
シャフトの伸縮部の拡大縦断面図である。
【図６】本発明の実施例３のステアリング装置を示す図１の要部の拡大図であって、中間
シャフトの伸縮部の拡大縦断面図である。
【図７】本発明の実施例３の筒状部材近傍の拡大斜視図である。
【図８】本発明の実施例３の変形例を示す図６相当図である。
【図９】本発明の実施例４のワイパー取り付け板を示す拡大斜視図である。
【図１０】本発明の実施例５のステアリング装置を示す図１の要部の拡大図であって、中
間シャフトの伸縮部の拡大縦断面図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１１　ステアリングホイール
　１２　ステアリングシャフト
　１２Ａ　雌ステアリングシャフト
　１２Ｂ　雄ステアリングシャフト
　１３　ステアリングコラム
　１３Ａ　アウターコラム
　１３Ｂ　インナーコラム
　１４　支持ブラケット
　１５　自在継手
　１６　中間シャフト
　１６Ａ　雄中間シャフト
　１６Ｂ　雌中間シャフト
　１７　自在継手
　１８　車体
　２０　アシスト装置
　２１　ギヤハウジング
　２３　出力軸
　２６　電動モータ
　２６１　ケース
　３０　ステアリングギヤ
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　３１　入力軸
　３２　タイロッド
　４０　内径孔
　４１　軸方向溝（雌シャフト側軸方向溝）
　４２　ワイパー取り付け板
　４２１　内周
　４２２　折り曲げ部
　４２３　スリット
　４２４　傾斜面
　４３　ワイパー
　４４　小径円筒部
　４４１　外周
　４４２　車体後方側端面
　４４３　内周
　５０　大径軸部
　５１　小径軸部
　５１１　外周
　５２　軸方向溝（雄シャフト側軸方向溝）
　５３　円柱状ピン（針状ころ）
　５４　軸方向溝（雄シャフト側軸方向溝）
　５４１　底壁
　５４２　側壁
　５５　ボール
　５６　板バネ
　５６１　底板
　５６２　側板
　５６３　折り返し部
　５６４　当接部
　５７　小径軸部
　５８　ワッシャー
　５９　バネ板
　６０　ワッシャー
　６１　筒状部材
　６１１　スリット
　６１２　傾斜面
　６２　鋸歯状の凹凸
　６２１　凸部頂点
　６２２　凹部頂点
　６３　円柱状ピン
　６４　バネリング
　６４１　凸部
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